




■平成２３年１２月末時点
・町内生活者 ２４２人
・県内避難者 ４,３２８人
・県外避難者 ９１２人

■令和２年４月末時点
・町内生活者 ４,２４７人
・県内避難者 ４７２人
（うち いわき市 ４４８人）
・県外避難者 １２１人

■応急仮設住宅等の供与期間終了に伴う町民の帰還者数は、
４月末時点で４,２４７人となり、住基人口４,７７９人
に対する帰還率は８８．９％となっている。

◆避難者の状況

◆帰還者の状況
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◆みなし居住率
■令和２年４月末時点

・町民居住者４,２４７人
・滞在者３,０２３人（作業員など）
（町内居住、滞在者 合計７,２７０人）

・住基人口４,７７９人
・みなし居住率１５２．１％

※ 町民居住者と作業員など住民票を持たない滞在者を
足して、住基人口で割り返した比率を「みなし居住
率」として公表しています。

※ 災害などの緊急事態に対応すべく、滞在者の把握に
努めております。
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◆現在まで進めてきた主な事業

 駅東側開発整備事業（第１期）

平成２６～２７年度 造成工事、道路、上・下水道整備

平成２７～２８年度 テナントビル、集合住宅等建設工事

平成２９～３０年度 ホテル建設工事

 駅東側開発整備事業（第２期）

平成２６～２７年度 農地法手続き 平成３０年度 住宅開発事業者の選定

平成２８年度 用地取得 令和元年度～ 道路、下水道工事

平成２９年度 道路、住宅団地整備計画 住宅団地整備事業着手

完成したテナントビル（広野みらいオフィス） ハタゴイン福島広野 平成３０年１０月オープン
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◆住民帰還と生活再建に向けた取り組み

 医療保険や介護保険の一部負担金免除の継続や保険税
及び保険料の免除措置の継続

 外出支援サービスの拡大やデイサービスの祝日、土曜
日の受け入れ実施

 避難場所等からの移動に伴う高速道路の無料化措置継
続の要望

 避難場所から自宅等へ帰還するための移転補助（引越
補助）の実施

 地域振興券の配布やプレミアム付き商品券の発行
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◆「安心・安全な町づくり」
求められる人材育成と子育て環境の強化

・津波被害のあった駅東側を復興拠点と位置づけ、産業団

地や住宅地開発を行っている。

・復興関連の企業や地元団体などで、安心・安全ネット

ワーク会議を組織し、作業員の生活マナーや交通ルー

ル、治安対策などの対策を講じている。

・認定こども園の建設により、魅力ある教育環境や子育て

環境の整備を図っている。

・県立ふたば未来学園高校と連携し、地域の復興を支える

人材育成に努めている。
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◆“福祉のまちづくり”を目指して

 「福祉のまちづくり」宣言
住民一人ひとりが幸せに暮らせる町、社会を実現し、広義での「人に

やさしいまち」を標榜し、「福祉のまちづくり」宣言。

 広野町と医療・福祉機関における地域包括ケアシステム構
築等に関する協定
「福祉のまちづくり」の実現に向け、医療・介護・福祉の様々な課題に

対し迅速かつ適切に対応 するため、包括的な地域連携として「広野町

地域包括ケアシステム」を構築することを

目的に、広野町、高野病院、馬場医院、

広野町社会福祉協議会の４機関により

協定を締結。

■主な事業

・休診日医療体制整備事業

・広野町健康福祉手帳作成事業

・広野まるごと応援隊ネットワーク事業

・町民バス路線の拡充

8



◆新たな動き
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 県立中高一貫校の整備

双葉郡の教育復興の柱として福島県より、平成２７年度開校を目指
す県立の中高一貫校を広野町に設置される計画が示される

→平成27年4月8日、先行して高校が「福島県立ふたば未来学園高
等学校」として開校（併設中学校設置は平成31年度）

■スケジュール

平成２７年４月 広野中学校校舎および

仮設校舎で高校を開校

平成３１年４月 本校舎にて授業開始

 石炭ガス化複合発電（IGCC）設備の建設

東京電力より、２０２１年（令和３年）９月の運転開始を目指し、
広野火力発電所に石炭ガス化複合発電設備（７号機、出力５０万ｋ
ｗ）の建設計画が示された



◆海を見下ろす高台に完成した文教施設
（教育の丘）
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県立ふたば未来学園中高一貫校

広野小学校

認定こども園ひろぱーく
広野町保健センター

広野町児童館



◆今後、進めていく主な事業
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 広野駅周辺整備の継続

（駅舎のバリアフリー化、エレベータの設置、西側ロータリーの整備）

 アート・スポーツ構想

（アートイベント・芸術祭の開催、スポーツ振興・運動による健康づくり）

 大学学部誘致・地域創生人材育成構想

（原発廃炉や復興人材の育成のため、高等学術機関の誘致を行う）

 新たな特産品の開発・ＰＲ

（消費者ニーズを研究し、新たな特産品づくりにチャレンジする）

 域外からの移住・定住策

（若者世代の移住・定住を目的に住宅開発などを促進する）




